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反障害通信   
21．2．18      104 号 

歴史忘却主義者・修正主義者の虚言 
   ――韓国批判を繰り返す、「謝罪」とリセットを繰り返し続ける自民党右派―― 
 テレビで、自民党の議員が、韓国の批判を続けています。過去の侵略と植民地支配の反

省がないのです。「日韓条約締結の際での補償で解決済み」という言葉を繰り返しているの

ですが、そもそもその時代の政権は軍事独裁政権です。そんな政権が民衆に補償をきちん

とするわけがなかったわけで、東西の冷戦構造のなかでアメリカの圧力下でなされたこと。

政治の継続性で、国際的慣例とかで破棄できにくいことをいいことに、きちんと向きあっ

ていません。そもそも、日本政府も「解決済み」と思っていなかったわけで、様々な形で

補償の追加をなし、数々の「談話」や「声明」で反省を繰り返すことをしています。です

が、それがきちんとした反省や謝罪になっていないのです。 
「謝罪」という、人間関係の基本的なことも分からない政治家たち 

 そもそも、「いつまで反省をすればいいのだ」という言葉が政権与党サイドから出てくる

こと自体が、「謝罪」ということを知らない、人間関係の基本もわからない政治家たちの暴

言なのです。簡単な話です。「犯罪」の加害者が「被害者」に謝罪をした後、「いつまで反

省をすればいいのだ」という発言をしたら、それまでの「謝罪」が無になります。それな

のに、政権与党内部から、「いつまで反省をすればいいのだ」という発言がいまだに出続け

ています。それだけではありません。「韓国は日本の植民地支配の時代に経済発展をとげた」

とかいう話さえ出て来ます。そもそも植民地支配ということの意味をわからないひとは、

政治のイロハもわからないひとなのです。もしそういう考えなら、自民党国会議員のひと

でそういう発言をしたひとがいたのですが、日本は、世界一の大国アメリカの占領支配か

ら脱しないで、「51 番目の州にしてもらえば良」かったのです。 
安倍政治の悪夢の七年八ヶ月の歴史忘却主義・修正主義の政治 

 第二次安倍政権が発足して安倍首相は早速、靖国参拝をしました。その時、韓国は朴保

守政権でしたが、中国との関係も含め、関係修復にかなりの時間を要し、そして首相は靖

国参拝はしないというルールが形成されたようです。ですが、一時は形成された官僚も参

拝しないというルーがなし崩し的に破られてきています。また、政権与党の議員が（保守

的な野党も巻き込んで）集団参拝しています。靖国神社は日本の軍国主義の象徴的存在で

した。そこへ政権与党の議員が参拝することは、過去の政権の侵略と植民地支配の反省と

謝罪をリセットすることに他なりません。国と国の関係は、経済的相互関係があり、敵対

的な関係は避けようとすることもあり、裏で工作してごまかしの政治をすることもありま

すが、民衆はきちんと、「謝罪」や「反省」の内容をつかんでいます。また、戦争と侵略の

反省の象徴としてある憲法９条改正で政権与党が動くこと自体が、「戦争と侵略の反省」の

リセットとしてしかとらえられません。 
 あの意味不明な戦後七〇年の「安倍談話」は、「嘘つき首相」の名に合った、まさに「反
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省」や「謝罪」の再度のリセットとしかとらえられないのです（註）。ですから、安倍政治

を継承するとして登場した菅政権も、きちんと「謝罪」と「反省」をすることから始める

べきです。 
暴言を吐き、歴史を押さえない行動をする議員を政権与党から除名するべき！  

 安倍政治の国家主義的政治のなかで、自民党は保守的なことが縮小し、極右的な政治が

横行し、それが嫌韓・嫌中的意識の形成になっています。アメリカのアメリカ・ファース

トのトランプ政治が世界に混乱を持たらし、そのトランプともっとも話ができる政治家と

しての安倍政治は、東アジア関係、とくに日韓関係に、混乱をもたらしたといかいいよう

がない事態を生み出したのです。 
 先に、書いたように、「謝罪」とリセットを繰り返して来たのですから、「謝罪」も「反

省」もない状態です。改めて、日本の侵略と植民地支配の歴史をとらえ返し、歴史忘却主

義や歴史修正主義の批判とともに、きちんとした歴史認識の形成をする必要があります。 
 そして、そのことをリセットする言動をする議員は、政権与党から除名することです。

それができない与党は、与党の座を明け渡すことが必要です。そんな自浄作用が与党にな

いのなら、政治にないのなら、国家主義を排する国際連帯の民衆の力で、政治を作り変え

ていくことが今、必要になっているのです。 
（註） わたしの安倍談話批判は、 
https://docs.wixstatic.com/ugd/6a934e_456e935796f649c69042dd0690c1cfae.pdf 

             （み） 
   （「反差別原論」への断章」（32）としても） 

 
 

ＨP 更新通知・掲載予定・ブログのこと 
◆「反障害通信 104 号」アップ(21／2／18) 
◆「反差別資料室 A」「反差別資料室 C」も DVD などの他のメディアでの郵送などで対処

したいと思っています横書き版は最後、縦書き版では2Pの連絡先から連絡をお願いします。 
◆母の介護の反省記「ソフトクリムのようなウンコの話―母の介護の記録と反省から介護

労苦論批判のために―」をアップしました。http://taica.info/softunnko.pdf 
表題も含め、まだ迷い続けているのですが、いろんな意味で必要性を考えとりあえずの

アップです。 
◆「反差別資料室 C」で、また見れない文書が出ています。とりあえず、タイトルの最後に

「反障害通信」の掲載号数を書いていますので、メインホームページの「会報」の当該通

信号から見てください。 
 
 
 
読書メモ  

 ローザ学習の続き、ローザの民族問題の主著、『民族問題と自治』です。一冊で尨大なメ

モになりました。問題が整理できているとは言い難い本。メモもすっきりしません。この

本の訳者の本をもうすでに読んでいて、なんとなく、論点が煮詰まってきているような気

もしているのですが。 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6a934e_456e935796f649c69042dd0690c1cfae.pdf
http://taica.info/softunnko.pdf
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たわしの読書メモ・・ブログ 552 
・ローザ・ルクセンブルグ／加藤一夫・川名隆史訳『民族問題と自治』論創社 1984 
 ローザの学習 17 冊目です。ローザ自身の著作で、ローザが論争の対象になった民族問題

の書。これは再読です。加藤一夫さんの訳者解説で「この論文は、彼女が主導していたポ

ーランド王国・リトアニア社会民主党の理論機関誌『社会民主主義評論』（一九〇八――一

九〇九年）に、六回にわたって連載されたもの・・・・・・」318P とあり、またローザ自

身はこれを本にしていないし、後でこれについてコメントすることもなかったようなので

す。ローザは反戦というからみで、民族問題を論じていますが、日本語版の選集にも民族

問題そのものを論じた文は少ないようです。わたし自身、ずっと、ローザは、いろんな被

差別事項を抱えているとされる立場（女性、「障害者」、ユダヤ人、ポーランド人）で、な

ぜ個別差別の問題を取りあげなかったのかということを、一つの課題としてローザを読み

解いているのですが、確かに、レーニンと同様に「差別＝階級支配の手段論――道具論」

に陥っているということ、そこから来る階級闘争一元論的なことへのとらわれているとも

言いえるのですが、それよりも、反戦・インターナショナリズムと、そこからする差別を

越えた連帯という志向をもっていた故なのだと言いえます。ローザの「原始的蓄積論」を、

「継続的本源的蓄積論」として読み解くなかで、今日的<帝国>的グローバリゼーションと

か新自由主義的グローバリゼーションと言われていることをテコとして差別ということが

大きな位置をしめ、それに対抗するためにも反差別運動の必要性が問題になってきます。

また、社会主義革命主体をプロレタリアートだけでなく、マルチチュードやサヴァルタン

ということからすなわち「被差別民衆」的な概念で押さえる作業も出てくるなかで、プロ

レタリアートの問題も、被差別事項で唯一のマジョリティということなのですが（数的に

はほぼ同数の「女性」――「男性」関係がありますが）、生産手段の所有からの排除と労働

力の価値ということでの序列化――差別というところでプロレタリアートの問題も読み解

いていく必要があると思います。わたしはこのことを反差別共産主義論――運動論として

まとめようとしています。 
 さて、この本の第一章に当たるところで、そもそも民族自決権論争ということがあり、

ローザは民族自決権の批判をしているのですが、レーニンがその批判を反批判しています。

それはマルクス――レーニン主義の定式では、レーニン正しく、ローザの民族自決権批判

はおかしいとされています。 
 さて、この自決権、ローザのレーニン批判は、レーニンが中央集権制を主張しているこ

とと矛盾しているのではないかという批判があります。そもそも、この批判は、レーニン

が社会民主労働党の綱領として、組織論としての中央集権制として突き出したのですが、

それは「国家機構」としての中央集権制にも、当てはめて議論されることで、後者に関し

ては、ローザの批判は及んでいず、むしろ同じような主張する論攷もあります。レーニン

の党の組織問題から「国家機構」に及ぶ中央集権制を、ローザは超中央集権主義として批

判しています。確かにそのローザの「矛盾している」という批判はあたっていて、レーニ

ンの自決権はまやかしでしかないのです。だから、レーニン主義を引き継いだとするスタ

ーリンが民族問題で、レーニンの生前にさえおかしなことをしていて、レーニンがスター
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リンを排除しようとして果たせず、遺書を残したことがあります。それも実行されなかっ

たのですが。 
 その自決権、わたしは差別の問題を障害問題を軸にして考え、その中における「自己決

定権」を巡るごまかしとして指摘する議論に当たりました。「安楽死――尊厳死」の問題、

延命処置をするかしないかというところで、「リビングウィル」とか「ＡＣＰ」とか「人生

会議」とかいろんな形でのごまかしの論理で、医療・福祉の切り捨てがなされます。「自己

決定」という名目で、死なせることへの取り込まれ、「死へ誘う医療」さえ行われているの

です。そのことは、延命処置をしないと希望するひとが 8 割を占めるという世論調査に端

的に表れています。そもそも、この社会の労働崇拝的なイデオロギーで、「仕事や家事がで

きなくなったら、他者に迷惑をかけないでポックリ死にたい」というような広く行き渡っ

ているイデオロギーが、ひとの命を救うための存在である医者を含めて、死への誘いを招

いているのです。 
 さて、わたしが手話を勉強しているときに、手話通訳者として活躍しているひとの講演

会がありました。手話通訳ということは専門性が必要で、その専門性に特化したひとが多

数派なのでしょうが、その講演者は問題を掘り下げた話をしてくれました。「自己決定とい

うことはおかしいのでないか、むしろそれは自治として押さえることではないか」という

話です。もうひとつ、「自決権」ということで、「障害者運動」の流れででている議論とし

て押さえておくことは、「わたしたちのことを、わたしたち抜きに決めるな」という突き出

しのことです。これは、そうさせないためのシステム作りが必要になってきます。これは

一般に言われる「自治」――地方自治という概念ではなく、また障害差別だけでなく、あ

らゆる被差別の問においても当てはまることで、それは議員選出におけるクォーター制導

入とか、また党組織における被差別者集団の拒否権の問題とかで議論されていたことがあ

ります。 
 さて、この話を思い出したのは、ローザがまさに「自己決定権」を形而上学的なことし

て、この本の中でも批判していることがあります（第一章）。そもそも、「自己決定権」の

ベースにあるのはルソー的な人権論で、これはキリスト教的な文化圏での、「天賦人権論」

から来ているのです。サイードが「オリエンタリズム」論で、欧米中心主義のその差別性

を批判していることにも通じます。 
 さて、実はローザは「自決論」を批判しつつ、この本の最終章で、「自治」という概念を

出しています。「自治」を否定しているわけでなく、その「自治」の中味を具体的に展開し

ています。これは、第六章で展開されています。ですが、「自治」ということでも、中央集

権国家や中枢――周辺という概念が存在するところで、解決の途は見いだせません。だか

らこそ、ローザはインターナショナリズムと社会主義の実現ということに解決を見いだそ

うとしたのだと言いえます。 
 さて、マルクス批判の中で、「マルクスには人権思想がない」という論説が出ています。

これはそもそもマルクスの思想が、フランスの啓蒙思想批判として出てきていることを押

さええない曲解と言いえることです。このことは、「人権」概念は差別のない社会の物象化

といいえることで、人権という概念自体も幻想に過ぎないことというしかありません。勿

論、現在の法体系の中で人権という概念が、反差別ということでそれなりの有効性を持っ
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ていると言うことの中で、使えるものは使うということを妨げる事ではないのですが。す

でに、差別主義者たちが、「人権とは幻想である」ということを突き出してきているわけで、

その批判をするためには、人権論に依拠して反批判はできません。人権という概念から出

てきている「自己決定」という概念のとらえ返しが必要になります。ただ、被差別者の当

事者主体ということがあり、「自己決定」を蔑ろにすることは、抑圧となりかねません。そ

れらのことのとらえ返しも含めて、改めて、反差別論というところからきちんと批判して

いく必要が出ています。 
 さて、もうひとつこの総論的なところで押さえておくことは、この時代のマルクスの流

れとして、生産力の発達が、生産様式の変換をもたらすというところで、マルクスが晩年

はそのことに疑問ももった単線的発達史観や進歩史観への疑問が現在的に出てきています。

ローザも、マルクス学徒として、単純にマルクスをそのまま受けいれたわけではなく、む

しろ、マルクス――エンゲルスの批判もなしつつも、マルクスの流れからする発達史観や

進歩史観ということへ依拠しています。そのことから産業の進歩ということへの無前提な

評価ということも出ているし、特に、農業から工業への産業の移動という事への資本主義

的進歩としての受け入れのようなことも書いています。またそこから農業ということへの

軽視もでて来ています。それは科学の発達ということへの評価の問題にも出ています。今

日、農業ということをサブシステンス概念からとらえ返す作業も起きていることや、公害

ということやエコロジー的な観点から、科学ということのとらえ返しの作業も出てきてい

ます。そのようなことも含めて、今日的にローザの論攷をとらえ返す必要があります。 
 マルクス――エンゲルスの民族問題の論攷は歴史を前に進めるという進歩史観や発達史

観の上に立って、「民族紛争」を押さえるという作業をしている感があり、ローザもそのよ

うな押さえ方をしているのですが、ローザは反戦ということでの、そして時代的な流れの

中で出てくる帝国主義間戦争批判で「民族紛争」を押さえています。戦争で、どちらの国

を支持するかという観点で論じていません。ローザの論争を一歩進めると、今日的には国

家主義批判としての民主主義――民衆主義ということが出てくるのではと思えます。この

あたりは、そもそもマルクスの思想形成において、アナーキズム各派との論争があり、そ

こから、国家主義批判に至り着かなかったとも言いえるかもしれません。このあたり、後

に読む予定のグラムシの読み込みの中で整理してみたいと思っています。 
 さて、最初に目次を出しておきます。 
第一章 諸国民の自決権 
第二章 国民国家とプロレタリアート 
第三章 連邦制、中央集権制、地方分立制 
第四章 中央集権制と自治 
第五章 民族と自治 
第六章 ポーランド王国の自治 
 訳注 
 訳者解説 ローザ・ルクセンブルクの民族理論 加藤一夫 
 あとがき 
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 ここで、各章ごとにコメントをしつつ、切り抜きメモを、わたしの問題意識に沿って、

になってしまい、かなりまだら模様になってしまうのですが、極めて簡単に残します。（<
編集後追記>また、増えてしまいました。） 
第一章 諸国民の自決権 
この文は、レーニンが民族自決権というところで、批判した文です。なぜ、「民族」では

なく、「諸国民」という言葉を使ったのかを考えます。そもそも「民族」は被差別の中での

共同幻想としてあるのではないかというイメージが出てきます。そもそも、「国家」もマル

クスが『ド・イデ』の中で、共同幻想規定しているのですが。ローザが実際にどこまで、

それらのことを意識化していたかは分からないのですが、そのようなところへ展開してい

く可能性を考えさせる論攷になっています。 
Ⅰ  
「ロシア帝国における革命は、とりわけ民族問題を討議の場に引き出した。これまでこの

問題はヨーロッパ諸国家のなかでは、オーストリア・ハンガリーでのみ差し迫った問題で

あった。だが、今やロシアでも現実的な問題となった。」2P 
 ロシア社会民主労働党における民族問題に関する綱領の条項 3P 
 一八九六年のロンドンの国際社会主義労働者大会の決議 8P 
「（ロンドン大会の）決議の前半部で定式化されている諸国民の自決権という原則は、国際

社会主義の原則と目的を実現する過程で初めて、また窮極目標が達成された後になって(？)
初めて実現されうるということが明確に強調されている。」9P 
「だが、民族の抑圧に抗議し、それと闘うという義務は、プロレタリアートの階級政党に

とって、決して特別な「諸国民の権利」などから引き出されるものではない。・・・・・・

一言でいうならば、社会主義の原則的な立場そのものから引き出されるものであ

る。・・・・・・いかなる形態の民族抑圧をも打破しなければいけないという義務は、・・・・・・

一言でいえば、「諸国民の自決権」という公式は、結局のところ、民族問題における政治的

かつ綱領的な指針ではなく、ある種の問題の回避でしかない。」11-2P・・・人権論から発

生する「権利」ではなく、「義務」という概念からとらえ返す。 
Ⅱ 
「あらゆる国、あらゆる時に一律に適用できるような「諸国民の権利」などというものは、

「人権」とか「市民権」といった類いの形而上学的な空文句以外の何ものでもない。」12P・・・
マルクスの流れはフランス啓蒙主義の「人権論」批判を押さえていて、そもそも「人権」

概念は、差別のない関係性の物象化、共同幻想に過ぎない。「形而上学」という概念を「共

同幻想」や「物象化」という概念からとらえかえす。 
「さらに、史的唯物論は、これらの「永遠の」真理だとか権利だとか公式とかの本当の内

容をそのつど決定するのは、常に、ある所与の状況、所与の歴史的時代の物質的な社会的

関係に他ならない、ということをわれわれに教えている。」12P 
「一八四八年の革命期に、マルクスとエンゲルスがチェコとポーランドの国民的要求にま

さに正反対の立場をとったことは、この点（「自決権」を支持するかどうか）についてのも

うひとつの例を提供している。・・・・・・マルクスによれば、チェコは死滅しつつあり、

かつまもなく死滅する運命にある民族であったから、・・・・・・／マルクスが、この革命
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期の民族問題を、一切の感傷的態度とも無縁な冷徹な現実主義で考察したことは、まさに

彼のポーランドとチェコの問題の扱い方に示されている。」17P――「今日の事態は、六〇

年前にチェコ民族の滅亡を予言したマルクスが、今やその生命力によって、オーストリア

がますます窮地に陥っていることからみて、どれほど誤っていたか――また反対に、マル

クスが当時始まっていたポーランドの内的発展によって没落へと運命づけられていたポー

ランド民族主義の国際的な意義を過大に評価したことで、どれほど誤っていたかを明らか

にしている。だが、この歴史的な誤謬は、マルクスの方法そのものの価値を少しも減じる

ものではない。・・・・・・・しかし、まさにマルクスやエンゲルスが、かつて、チェコ人

やポーランド人の民族運動について、またトルコや南スラヴ人の問題でとっていた立場こ

そ、これらの科学的社会主義の創始者たちが、あらゆる民族問題をひとつのモデルを使用

したり、あらかじめ用意されたひとつの決まり文句にしたがって解決することなど、全然

考えもしなかったことを示しており、また彼等がヨーロッパの発展の具体的な物質的諸問

題の方が重要だと見なしていたから、諸国民の形而上学的な「権利」などにまったく心を

まどわされることがなかったということを示している。」20-1P・・・教条主義的受け売り

ではない、ローザのマルクスのとらえ返し。形而上学批判と唯物史観的なとらえ返し。 
「最後に、近代の社会主義政策の創始者たちによって、民族問題がどのように取り扱われ

たかを示すもっとはっきりした例として、すでに純粋に歴史的なものになっていて、現実

の政治の様相や情熱などにはまったく影響されない評価、すなわち一四世紀のエルヴェシ

ア人の解放運動に対する彼らの評価をとりあげてみよう。」21P――「彼ら（マルクスとエ

ンゲルス）は、この二つの場合に、当然マジャール人よりもエルヴェシア人に多く味方す

るはずの「諸国民の自決権」の公式を用いて自分の立場を決めたのではなく、もっぱら、

歴史的・政治的視点から運動を現実的に分析することによって立場を決めたのである。」

23P・・・その中身としての「歴史的進歩の要因」23P――マルクスのイギリスのインド支

配を、「文明化」と押さえたことへのサイードの批判――社会主義への定式というところを

越えて、反差別というところから社会主義概念をとらえ返す必要→これに関しては、ロー

ザが「Ⅲ」の冒頭でコメントを書いています。 
Ⅲ 
「ところで、このような立場をとっているマルクスとエンゲルスは、外見的には、党派エ

ゴイズムあるいは階級エゴイズムに忠誠を誓い、かつすべての国民を西欧民主主義の要請

と展望の犠牲に供したように見えるかも知れないが、実際は決してそうではなかった。／

もちろん社会主義者が、現実に今、抑圧されているすべての国民に対して普遍的かつ全世

界的に自由のための大赦を呼びかけるならば、それはひどく高潔な響きをもち、それ以上

に若い「インテリゲンチャ」の賑やかな空想に、自由とか平等とか、またその類いの幸せ

を手に入れる権利を、机上で気前よく与えたがる性癖は、まさに社会主義運動の幼年期の

ものであり、せいぜいのところ無政府主義の空虚な大言壮語を特徴づけるものでしかない。

／近代労働者階級の社会主義、すなわち社会的科学主義は、社会問題や民族問題の解決方

法について、できるだけ急進的で高邁な響きをもった方がいいなどとは考えておらず、何

よりもまず、これらの課題の現実主義的な諸条件を分析するのである。」24P・・・少なく

とも、ローザはサイード的な批判を押さえていなかったわけではないのですが、ただし、
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その原則主義ではアナーギズム批判の論理に陥り、現実的に解決の途にはならないとして

退けています。ここで、ローザはレーニン的現実主義批判をしつつ、それでも現実主義の

立場をとっています。 
「すべての民族問題を、資本主義のもとで、全ての民族、人種、種族に「自決」の可能性

をもたらしたり、保証したりすることによって解決しようとする希望も、同様にまったく

のユートピアである。」27P・・・ここでは、原則主義に陥っています。原則主義と現実主

義の弁証法から検証の必要。このことは、ローザも批判しつつ、反差別論というところか

ら原則主義に立ち返るということになっていくのではないでしょうか？ それがアナーキ

ズム的に見えるとしても、アナーキズムではない途になるのではと考えています。 
「われわれはかなり以前から、南スラヴ人に関するマルクスの見解には与しなくなってし

まったが、歴史的発展、とりわけ、現代の資本主義的発展が、あらゆる民族に自立した存

在をもたらすのではなく、むしろその逆の方向に進んでいるという一般的事実は『新ライ

ン新聞』の時代とまったく同じように、今日でもはっきりと認められている。」29P・・・

しかし、この後、時代的に大きな「民族独立運動」が起きています。ただし、独立しても

従属関係が変わりはないという意味では、この論攷の正当性はあります。 
「資本主義発展の擁護者で、自己の経済的・政治的自立の維持に不可欠な物質的・精神的

な手段を保持しているいくつかのきわめて強大な国民とならんで、弱小な国民が「自決」

し、自立した存在を維持することなど、幻想であるし、今後ますますそうなるであろう。」

33P 
「だから、一見例外でしかないように見えるものでも、より注意深く分析してみると、結

局は、近代の資本主義発展は、すべての民族の実際の独立とは決して一致することができ

ないという結論を確認することになる。」38P 
「すなわち、現存の制度のもとで、この「権利」の実現を望むことは、社会民主党がその

存在の基盤おいている資本主義的発展の傾向に、まさに真向から対立するユートピアだと

いうことである。なぜなら、現存のあらゆる国家をすべて民族単位に分割し、それらを大

小の国民国家の形に裁断することは、まったく見込みのない、歴史的にみて反動的な企て

だからである。」39P 
Ⅳ 
「「諸国民の自決権」について語る時、われわれは、「国民」という概念を、ひとつの全体

として、統一的な社会的・政治的単位として使用している。だが、「国民」についてそのよ

うな概念は、まさにブルジョア・イデオロギーの範疇のひとつであって、マルクス主義の

理論は、これを徹底的に再検討して、「市民的自由」だとか、「法の前の平等」などの概念

と同様に、薄いヴェールをまとったなかに、いつでもまったく特定の歴史的内容が潜んで

いることを明らかにしたのである。／階級社会には、社会的・政治的統一的な全体として

の「国民」などは存在せず、反対に、おのおのの国民のなかに、敵対的な利害と「諸権利」

を持った諸階級が存在している。」40P・・・「国民」概念を(――そこから「国家」概念も

当然)問い直す志向のあるローザ 
「社会科学と哲学の領域でも、ブルジョア的な諸学派とプロレタリアートの立場を代表す

る学派は、互いにはっきりと対立していて、有産階級とその世界観は、観念論、形而上学、
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神秘主義、折衷主義を代表し、近代プロレタリアートは、自分の学説――弁証法的唯物論

――をもっている。」40-1P 
「このように形造られている社会の中では、集約された統一的な意思とか、「国民」の自決

など問題になりえない。われわれは、近代社会の歴史の中に、「国民」運動とか「国民的利

益」のための闘争を見るが、通常それらは、ある程度まで他の階層の人々の利益を代表し

えたブルジョアジーの支配層の階級運動であり、しかも、それは、彼らが「国民的利益」

という形で、歴史的発展の進歩的な形態を擁護する限りにおいて、また、労働する階級が

まだ、このブルジョアジーによって指導されている「国民」大衆から、自立的な意識をも

つ政治的な階級へと分離していない限りにおいてなされたことである。」41P 
「一言でいえば、社会は、その経済生活とその生産の諸条件について意識的に決定できる

ようになって初めて、自身の国民生活に関して事実上自由に決定できるようになるのであ

る。人間社会が、その社会過程を統御するようになった時、「諸国民」も自身の歴史的な存

在を統御するのである。」44P・・・過渡の問題をどうするのかということも立てる必要が

あります。 
「結社、集会、言論、出版などの権利とは、ブルジョア社会の、法的に形造られた成熟し

た存在形態である。これに対して、「諸国民の自決権」は、ブルジョア社会においてはまっ

たく実現不可能なものであって、社会主義体制という基盤の上でのみ実現可能な理念を形

而上学的に定式化したものにすぎない。／しかし、今日の実践においては、社会主義は、

あらゆる神秘的で「高貴な」「美しい」要求の貯水池などではなく、まったく特定の諸条件

の、すなわち近代プロレタリアートの、ブルジョアジーの支配に対する階級闘争の政治的

な表現であり、また今日の生産形態を廃棄する目的でプロレタリア階級の独裁を導入しよ

うとする要求の政治的表現なのである。これこそが、プロレタリアートの党である社会主

義政党にとって主要な指針的な課題であり、それが社会生活の個々の問題のすべてに対し

て、党のとる立場を決定するのである。」44-5P 
「「国民」が自決の「権利」をもつべきだとしてみよう。だが、「国民」とはいったい誰な

のか。誰が「国民」とその意思を代弁できるのか。・・・・・・」46P 
「したがって、「国民意思」とか国民の多数者とかいうのは、社会民主党にとっては、その

前にひざまずくような崇拝の対象などではまったくなく、反対に、社会民主党の歴史的使

命とは、何よりも、「国民」、つまりその勤労人民の多数者の意思を作りあげ革命化するこ

とにある。だがブルジョア社会のなかで、国民の多数、したがって勤労する諸階級も含め

て、その多数が示している意識の伝統的形態は、通常は、社会主義の理想や要求に敵対す

るブルジョア的な意識形態である。」48P 
Ⅴ 
「ここから、以下のようなかなり奇妙な結論が引き出される。つまり、ロシア社会民主労

働党はポーランド問題の解決をポーランド「国民」に委ねるが、ポーランド社会主義者は

そうしてはならず、全力をあげてプロレタリアートの利益と意思にもとづいてこの問題を

解決するように努力しなければならない、という結論である。」53P・・・レーニンの被差

別側の民族自決権として押さえる必要があるとの論理を押さえる必要。 
「（ロシア社会民主党は）次の二つのどちらかをとることになるであろう。まずひとつは、
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ロシア社会民主党にとっては、「諸国民の自決権」が、事の本質からして、民族問題に関す

る当該の民族のプロレタリアートの決定、すなわち、当該の民族の社会民主党の民族綱領

と一致していなければならないという態度である。だが、この場合には、ロシアの党綱領

のなかの「諸国民の権利」という公式は、階級的な立場を言い換えて人をけむに巻くもの

でしかない。もうひとつは、ロシア・プロレタリアートが、それにふさわしく、実際にロ

シアによって抑圧されている民族の国民的多数派の意思のみを――たとえその党外の「諸

国民」のプロレタリアートが、自身の階級綱領を持ち、その多数派の意思に反対している

としても――ひたすらに承認し、尊重しなければならないという態度である。だが、この

場合、それは奇妙な政治的二元主義となり、帝国全体の労働者の立場と、それを構成する

個々の民族の党との間の確執という形で、「国民的な」立場と階級的な立場との不一致をす

っかりさらけ出してしまうことになるであろう。」55-6P 
「他方、このような立場は、科学的社会主義の創始者たちが、民族問題を考察するに際し

て唯一の指針と見なしたプロレタリアートの階級利害と社会の革命的発展の擁護という、

社会民主党の本来の使命と衝突することになる。」59-60P 
「そして、このプロレタリアートの階級闘争の利益こそ、全体党においても、その構成部

分である諸党においても、党の立場を統一し、一貫したものにしうる唯一の観点なのであ

る。」60P・・・これでは、民族問題は、反差別運動は、階級闘争の従属論になってしまい

ます。階級と民族の対立の図式。 
第二章 国民国家とプロレタリアート 
 この章は、階級闘争と「国民国家」というところでの民族概念との関係を論じている章
です。 
Ⅰ この問題での総論 
「（カウツキーの言葉の引用）「全ヨーロッパで、近代国家の成立に伴って」登場した（カ

ウツキーの言葉の引用）「近代的な国民理念の根源」をなす三つの要因とは（カウツキーの 

言葉の引用）「まず、自らの商品生産のために国内の販売市場を確保しようとするブルジョ

アジーの願望、次いで、政治的自由と民主主義への願望、最後に、国民文学と国民教育の

一般人民層への普及」である」66-7P 
「だがここでは、政治生活の一現象、いわゆる国民国家形成の衝動の一現象としての国民

運動が問題なのであるから、この運動がブルジョア時代と結びついていることに関しては、

疑問の余地はない。」67P 
「一八三〇――四〇年代に、「国民的再生」の基礎を、逆にブルジョア的発展の諸要素、つ

まり工業や商業、それに「国内市場」の理論に求めたのである。一八三〇――四〇年代に、

ドイツでかくも強力な政治、学問、哲学、文学の思潮を生み出したこの愛国主義運動の物
質的基礎となったのは、とりわけ数十もの封建的小国家に細分され、関税や租税の障壁で

切り刻まれていたドイツ領域を、大機械工業生産のための充分に幅広い基礎とすべく、一

つの大きな統合的な資本主義的「祖国」にまとめ上げる要請であった。」68P 
「しかし、近代のブルジョア的な「国民理念」の本質は、まさに、どの国のブルジョアジ

ーもが、何よりもまず「自国民」、「自分の祖国」を商品販売の場として、生まれながらに

してブルジョアジーに奉仕すべく運命づけられ、そのような使命を持った、あたかもマー
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キュリー神に指定された一人占めできる世襲財産のようなものだと考えている点にある。」

69P・・・ブルジョア的理念としての「国民国家」 
「カウツキーの定式を文字通りに、すなわち、近代の国民運動の物質的基盤とは、大雑把

に言って、「自国の」商品販売に対する産業ブルジョアジーの欲望に他ならないという意味

でとらえるならば、それは誤りであろう。資本主義ブルジョアジーは、この販売市場以外

に、それと密接に関連するのだが、次のような多くの条件をも必要とする。それは、この

「祖国」が不可侵であるための保障としての、また全世界の市場に道をひらくための武器

としての強力な軍国主義、さらに、一定の適切な対外関税政策、適切な形態の行政、交通、

司法、教育、および適切な財政政策である。一言でいえば、資本主義は、その然るべき発

展のためには販売市場ばかりではなく、近代資本主義国家の装置のすべてを必要としてい

る。」69P・・・ここで挙げていることを、六章で自治の要件として、その中身を論じてい

ます。 
「以上のすべてのことから、ブルジョアジーの階級的利害に合致した国民的要求の特殊な

形態とは、国家的独立であるという結論が引き出される。」70P 
「ブルジョア的愛国主義は、様々な民族の利害の一致ではなく、その対立に依存するが、

その奇妙な両刃的性格は、近代のブルジョア的国民運動の歴史的基層を成しているのがブ

ルジョアジーの階級支配の欲求に他ならず、この欲求が現われる特殊な社会形態こそこそ

近代資本主義国家であり、それは、ある特定の民族のブルジョアジーの、国家の［民族的

に――訳者注］雑多な住民の全体に対する専横的な支配という意味でまさに「国民的」な

のだということを考慮して初めて理解されるのである。・・・・・・このように、国家的な

独立とか統一といったものが、ブルジョアジーの国民運動の本来の軸をなしているのであ

る。／この問題はプロレタリアートの利害の観点から見るとまったく異なった様相を呈し

ている。・・・・・・」72P 
「ブルジョアジーの歴史的・階級的使命、課題とは、近代的な「国民」国家の創出であり、

これに対し、プロレタリアートの歴史的任務は、社会主義制度を導入するために、プロレ

タリアート自らが意識ある階級として生を享けた資本主義の政治形態であるこの国家を廃

絶することである。」73-4P・・・ローザは「国家の廃絶」ということを明確に突き出して

います。 
「だから、このような側面から見ると、異民族に対する支配と征服の装置としての「国民」

国家は、ブルジョアジーにとって必要不可欠でこそあれ、プロレタリアートの階級利害に

とっては何の意味もない。／それゆえ、カウツキーが挙げたあの「近代的な国民理念の三

つの根源」のうち、階級としてのプロレタリアートにとって原則的に重要なのは、次の二

つ、つまり民主主義の諸制度と普通教育だけである。」75P 
「さらに、方法の点からしても、前述の推論には、他にもう一つの歴史的な誤解が含まれ

ている。独立した国民国家がいずれにせよ民族としての存在と発展にとっての「最良の」

保障だとする推論は、国民国家の概念をまったく抽象的な範疇としての取り扱うことを意

味している。もっぱら民族という視点から観察され、また、もっぱら自由と独立の保証・

権化とされる国民国家とはすなわち、一九世紀前半のドイツ、イタリア、ハンガリーなど

中部ヨーロッパ全体の、とっくに腐敗しきった市民的イデオロギーから引っ張り出した使
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い古しのボロ雑巾、ブルジョアジー自由主義の腐った宝箱から取り出した空文句である。」

76P・・・「抽象的」――むしろ、共同幻想としての「国家」・「民族」 
「つまり、近代国家の内容と本質を成しているのは、「民族」の自由でも独立でもなく、単

にブルジョアジーの階級支配、関税政策、間接税、軍国主義、戦争、征服にすぎない。国

民国家のこの凶暴な歴史的実体を薄いイデオロギーのヴェールで、すなわち「民族の自由

と独立」というスローガンのまったく否定的なおめでたさで隠蔽することが、ブルジョア・

イデオロギーのもっともな、当時としては実入りの多い階級的な傾向であった。だが、ま

さにそれゆえに、この瞞着の歴史的・社会的基盤を心に溜めさえすれば、それがプロレタ

リアートの可能な、またあるべき階級的立場と真向から対立していることがたちどころに

理解されるであろう。／他の多くの場合と同様に、ここでも、見かけはブルジョア自由主

義に敵対している無政府主義が、実際にはその実子であることを曝露している。」77P・・・

無政府主義すべてが敵対しているのでしょうか？ 
「・・・・・・「国民国家」は、今日では、非民族的な征服国家と同じく、ブルジョアジー

の階級支配の道具であり、その形態なのである。そして、そのようなものとして「国民国

家」は、まさに征服、戦争、抑圧に向かう傾向、つまり「非民族的なもの」になる傾向を

持っている。・・・・・・ブルジョア的発展の要請が「国民国家」をも決定し、無政府主義

者に崇拝され、理想化された共和国の形をとった「国民意思」が、征服の有能な道具とし

て資本主義の利害に貢献したのである。」79P 
「ここで、われわれの興味をひくのは、すでに独立した「国民」国家となっているこれら

の諸国のその後の政治史、「国民的自由」と「人民の意思」という無政府主義な空辞の色鮮

やかな実例としてのその歴史である。」79-80P 
「このように、ブルジョアジーの階級利害と資本主義の要請という観点からすると、民族

問題は、ブルジョア階級にとっては、事の性質上、政治的独立という形態、すなわち国民

国家の形態をとるようになる。なぜなら、それがまさに支配と征服の誂え向きの道具だか

らである。そしてそれだけに、民族問題の文化的な側面と民主主義的な側面が、したがっ

てまた、国民生活のこれらの側面の自由な発展を保証するような政治形態が、労働者階級

の利害と原則的に一致することになる。つまり、攻撃的な民族政策という手段を使わず、

純粋に防衛的な方法で、歴史的に一つのブルジョア国家に結合された様々な民族が友愛的

な共同生活を送れるように国民生活の発展を保障するような政治形態である。諸民族の市

民的同権と民族的・文化的発展を保障する政治制度、これこそ、一般的な形をとったプロ

レタリアートの自然の階級綱領であり、それはブルジョア民主主義とは異なり、プロレタ

リアートの階級的立場から生ずるものである。」82P 
Ⅱ ポーランド問題 
「わがポーランドの国民理念は、ブルジョアジーの階級理念であったことは一度もなく、

もっぱらシュラフタのそれであった。」82P 
「有機的労働」83P・・・註（10）304P 
「ポーランド民族主義は、伝統によって聖化された出来合いのポーランドの社会反動の型

式となり、国民理念は、シュラフタ、ブルジョア層、小ブルジョア層などのブルジョア諸

階級の陣営全体の反動的欲求を満たす共通のイデオロギー的な旗印となった。ここでも、
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歴史の弁証法は、「諸国民の権利」などという抽象の砂漠で思惑に耽る政治家たちの紋切り

型の硬直した精神よりは、はるかに才気煥発で、柔軟で、多様性にも適用しうるものだと

いうことが明らかになった。」87P 
第三章 連邦制、中央集権制、地方分立制 
 これは後に出てくる「自治」の概念の中味として、連邦制、中央集権制、地方分立制（今

日的な概念としては地方自治）を巡る論攷です。 
Ⅰ 連邦制 
 冒頭リード文「続いて、民族問題を解決するももう一つの形態である連邦制を考察しな

ければならない。」94P 
Ⅱ 中央集権制 
 冒頭リード文「あらゆる国の資本主義発展の顕著な傾向となっているのは、誰の眼にも

明らかなように、内政、経済および資本主義の中央集権化、つまり、経済、立法、行政、

司法、軍事などの面で、国家領域をひとつの全体に集中、結合する傾向である。」97P 
「絶対主義が、近代の国家中央集権主義の最初の主要な推進者であったという歴史的事情

の結果、中央集権主義を一般に絶対主義と、したがって反動と同一視する悲壮な傾向が生

じた。絶対主義は、実際には中世末期に封建的分散性や地方分立主義と闘っており、その

限りでは、疑いもなく歴史的進歩の表明であった。」98P・・・そもそも「マルクス的な」

とされる進歩史観のとらえ返しの必要。絶対主義の歴史の中でのとらえ返しの必要。 
「一言でいえば、社会生活のあらゆる分野で、出来るだけ強力に中央集権化するというの

が、資本主義の顕著や方向となっている。」99-100P・・・地方の保守性の時代から、逆に

現在的な農業の破壊からする革新性の芽や地産地消の革新性のとらえ方、進歩史観批判と

の同じ根 
「それゆえ、資本主義発展の正嫡子（ママ、そもそも？）である近代社会主義運動も、ブ

ルジョア社会やブルジョア国家と同じく、顕著な中央集権化傾向を内包している。したが

って、社会民主党は、どこの国でも、地方分立主義にも連邦主義にも断乎反対するのであ

る。」101P 
Ⅲ 地方分立制 
 各国の地方分立制――スイス 102-4P、アメリカ合衆国 104-6P、オーストリア 106-115P、
ノルウェー115-6P 
「連邦主義や政治的分離主義は、実際は民族的欲求の表現でなかったばかりか、まさにそ

の単なる否定、公然たる放棄であった。」110P 
Ⅳ 全ロシア連邦主義者グループ会議に集まった各民族と「会議」の内実 
冒頭リード文「連邦制の理念は、すでに六〇年も前に、バクーニンやその他の無政府主

義者が、民族問題の解決法として、また一般に国際関係における政治秩序の「理想」とし

て掲げていた。この理念が、今、ロシアの一連の社会主義グループにかくまわれている。

この理念と、その今日のプロレタリアートの階級闘争への関わりを如実に示しているのが、

最近、革命の最中に開かれた全ロシア連邦主義者グループ会議である。この会議での議論

は、詳細な議事録として出版された。／とりわけ興味深いのは、これらのグループの政治

的相貌と、その主張する「社会主義」が特異なことである。会議には、グルジア人、アル



 14 

メニア人、白ロシア人、ユダヤ人、ポーランド人、ロシア人の連邦主義者が参加した。」

116P――グルジア人 116-8P、アルメニア人 118-9P、白ロシア人 119P、ユダヤ人 120-1P、
「ポーランド社会党「革命」派とロシア革命党という二つの組織がまだ残っているが、こ

れらの党は、その素姓や性格からして十分に知れ渡っており、敢えてここで言及するまで

もないであろう。」120P、「連邦主義者会議」の内実 120-4P「ここではっきりと証明されて

いるのは、あらゆる民族を和解させるという連邦主義の理念など空辞にすぎないこと、そ

して、これらの雑多な民族主義グループが何ら歴史的な基礎にもとづいていないという、

まさにそのような理由から、それら諸グループの間には、利害対立を解消するための基礎

を生み出し、根本からこれらの諸グループを一致させる理念など何ら存在しないというこ

とである。」122P 
「その本質と歴史的内容からして反動的な連邦主義の理念は、今では、帝国全体のプロレ

タリアートの団結した革命的な階級闘争への反動をなす小ブルジョア的民族主義の疑似革

命的な後盾となっている。」124P 
第四章 中央集権制と自治 
 そもそもローザの民族問題への論考は、中央集権制と民族自決権は矛盾すると立ててい
て、自治の概念を出して、中央集権制と自治の関係をここで展開しているのです。 
Ⅰ ブルジョア国家の中の地方自治 
冒頭リード文「資本主義の全般的な中央集権化傾向にもとづき、それと同時に、ブルジ

ョア社会の客観的発展そのものとその要請から、ブルジョア国家の中に地方自治が生まれ
てくる。／ブルジョア経済は、国家の全域にわたって、立法、司法、行政、教育制度など
が、また可能ならば国際関係さえもが出来るだけ画一化されることを必要とする。だが、
このブルジョア経済は、これらの国際機能の行使にあたっては、画一性ばかりでなく精密
性や効率性をも必要とする。こうして、近代国家の中央集権主義は、必然的に官僚制と結
びつくのである。・・・・・・そうではあるが、他方、中央集権的官僚主義は、このブルジ
ョア経済の側から見ると、重大な欠陥も持っている。販売条件も、また生産条件さえも、
無数の社会的影響によって、絶えず、動揺や変化を引き起す。資本主義的な生産と交換の
特徴は、それが社会的影響と結びついた不断の変化に対し、最高度の感受性、柔軟性、即
応力を持つばかりか、それ自身が変化する能力さえ持つことに示されている。それゆえ、
ブルジョア経済は、それが公的機能によって運営される際には、もともと融通のきかない
紋切り型の中央集権的官僚主義ではどうにもならないような繊細さと適応力とを必要とし
ている。すでに、ここから、近代国家の中央集権主義の矯正として、住民代表に委ねられ
る立法と並んで、地域自治が、自然の傾向として、中央集権主義と共にブルジョア社会に
生まれてくる。この地域自治は、その地域の多様性な諸条件を考慮し、また、社会が公的
な機能に直接影響を及ぼしたり、参加したりすることで、国家装置が様々な社会的要請に
より良く対処しうる可能性を与える。」128-9P 
「・・・・・・資本主義経済は、大量工場生産が支配的になって以来、早急に満たす必要
のある、まったく新たな一連の社会的要請を生み出した。とりわけ、大資本と賃労働制の
出現によって、伝統的な社会構造全体が動揺し破壊され、プロレタリアートの増大と切り
離せない大量失業と大衆貧困という、未曾有の疫病を生み出した。資本の要請である予備
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労働力の確保のためにも、公共の安寧のためにも、生活手段も働く術も完全に奪われてい
るプロレタリア大衆を、逃げないように縛りつけておく目的で面倒を見ることが、社会に
とってどうしても必要なこととなった。こうして、資本主義生産にもとづく社会的機能と
して、近代的な公共の福祉が発生する。」130P・・・経済的なことが政治の必要性を生み出
す。 
「この国家の領域の分化と、新しい社会的中心地の形成とが、新たな社会的要請から生み
出される近代的な地域自治の枠組を用意した。地域自治や自治体の自治は、特殊なこれら
の社会的有機体の要請に対処するのに不可欠なものであって、また、経済的に農村と都市
の対抗に依存する資本主義が、一方では近代的な都市を、他方では農村を、このような有
機体に作り変えたのである。」132-3P 
「このような近代的自治はすべて、決して国家中央集権主義の廃止ではなく、それへの補
足にすぎない。そして、この両者が結びついて初めて、ブルジョア国家を余すところなく
特徴づけることになる。」132P 
「近代のブルジョア的制度から生じる地域自治は、中世の過去から受け継がれた連邦主義
や地方分立主義と何も共通なものがないばかりか、まさにそれらに敵対さえしている。中
世的な地方分立主義や連邦主義が、国家の政治的機能の分散を意味していたのに対して、
現代の自治は、機能を地方的な要請にも対応させること、また住民がそれに参加すること
を意味しているだけである。したがって、バクーニンの理想である地方分立主義や共同体
（「コミューン」のルビ）連合主義が、大国の領域を大なり小なり独立した小領域へと分割
する傾向を持つのに対して、今日の自治は、中央集権化された大国の民主化の型式にすぎ
ない。現代の主要国で、古い地方分立主義の墓の上に、それとはっきり敵対して発生した
近代的自治の歴史が、このことを最も明瞭に示している。」132P 
Ⅱ 各国の情況 
 フランス 133-145P、イギリス 146-154P、ドイツとオーストリア 154-5P、ロシア 155-7P、
ポーランドとリトアニア 157-8P 
 (イギリス)「これとまったく異なった道をたどったのが、イギリスの自治の歴史である。
ここに見られるのは、中世から近代社会への革命的な転換ではなく、反対に、封建的遺物
を救い、今日に至るまでそれを保存させた、すでに早期に交わされた妥協である。古い型
式を破壊するのではなく、それに少しずつ新しい内容を盛りこむことで、ブルジョア的イ
ギリスは中世的イギリスの中に自らの場を切りひらいてきた。そしておそらく、地域自治
の領域ほど、この過程が典型的で興味深い領域はないであろう。月並みな言い方だが、一
見して明らかなように、イギリスは、最古の地方自治を持つ国、いやむしろ自治の発祥地
であり、古典的な祖国であったから、大陸の自由主義もその要求の模範をイギリスに求め
たのだった。」146P 
「したがって、もしイギリスの大昔の自治（selfgovernment）を一種の「自治」と見做すこ
とが出来るとすれば、それは州の公的権力を手中に収めた土地貴族の無制限の自治の制度
という意味でのみそう言えるのである。／この中世的な行政制度が初めて土台を掘り崩さ
れたのは、エリザベスの時代であった。それは、農村の所有諸関係を動揺させ、イギリス
に資本主義時代の幕開けを告げた、あの革命の時代にあたっている。貴族が大規模に農民
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から土地を強制的に収用したこと、牧羊が農業を駆逐したこと、教会財産が世俗化され、
続いて貴族が私物化したこと、それらの結果、突然、巨大な農村プロレタリアートが出現
し、続いて、貧乏人、乞食、追剥が現われるに至る。資本の最初の勝利は社会全体の基盤
を揺り動かし、イギリスは、大衆貧困という新たな恐怖に直面せねばならなかった。そこ
で開始されたのが、浮浪者、乞食、泥棒に対する撲滅運動で、これは、血で汚れた一筋の
糸のように一九世紀半ばまで続く。だが、牢屋も焼き印も、また絞首台さえ、この新たな
疫病にはまったく効き目のない薬であることが判明したため、イギリスには、即決裁判と
ともに、「公共の福祉活動」が始まり、辻の絞首台のそばに、教区の「救貧院」が作られる
ことになる。」147-8P・・・本源的蓄積と公共的福祉の始まり 
「この税の徴収と管理、および扶助組織や救貧組織のために、教区公務の新たな組織が生
まれた。さらに、勃興しつつある資本主義経済の要請から生じるもうひとつの重要な公的
義務として、道路監督という職務が、まもなくそれに加えられた。以後、この組織は、首
席の牧師の他に、教区から選出される二名の教会監督官、治安判事の任命する福祉監督官
（overseers of the poor）、同じく治安判事の任命する一名の道路監督官（surveyor of 
highways）から成っていた。見ての通り、これは、旧来の自治（selfgovernment）の装置を
近代の要請に適応させただけのものであった。」148-9P 
「トーリー党の政治的特権を打破した一八三二年の選挙制改革は、同時に、近代的意味で
のイギリスの自治が始まった日付ともなった。それは、地域行政への住民参加と、中央当
局の支配と統制のもとで住民の意志を遂行する役割をもつ有給で責任のある官吏とにもと
づく自治であった。国家を州と教区に分ける中世のやり方は、中世的な治安判事職や教区
議会と同様、今や新たな編成を示している住民や、地域的な要請と利害にはほとんど対応
しなかった。だが、フランスの革命的自由主義が、国土から古くさい州を一掃して、新行
政区分を持つ統一的フランスを打ち建てたのに対し、イギリスの保守的な自由主義は、古
い区分を形式的にも廃棄せず、その内部に、それと並んで、それと交錯して、新たな行政
網を漸進的に作り上げたにすぎなかった。イギリスの自治の特徴は、伝統的な自治
（selfgovernment）の枠組があまりに不適格であって最後まで使い尽くすことが出来なかっ
たので、新しい種類の基礎、すなわち、自治の基本的問題をそれぞれ個別に解決するため
の住民による特別の地域団体を創設したことである。」151P 
「イギリスでは、後の整序され近代化された諸関係の時代に「人手」（hands）という要を
得た表現が労働者と同義となったように、一九世紀半ばまでは、「貧民」（the poor）が公式
に労働者と同義であった。」153P 
Ⅲ カウツキーの自治の問題に関する引用と自治の概念の煮詰め 
「この論証を貫く基本思想、つまり、近代の国家中央集権主義を行政のそれと立法のそれ
に分けること、そして前者を否定し、後者を無条件に承認すること、これらはかなり形式
主義的な、あまり顕密でない問題把握であるように思われる。地域自治――州、都市、自
治体の自治――は、決して、行政の中央集権主義を廃止はしない。全体としての国家の統
治が、スイスのような民主的な国家でさえ、たえず自身の権能を拡大しようとする中央権
力の手に留まるのに対し、地域自治は、厳密に地方的な問題のみを担当するのである。」161P 
「とにかく、地域の代表機関と行政機関との絶えざる争いの軸になっているのは、被選出
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機関の立法の権能を絶えず拡大し、被任命機関の行政の機能を絶えず制限しようとする民
主的な努力なのである。」163P 
「したがって、立法の機能を行政の機能から形式的に区別することよりも、むしろ、資本
主義経済やブルジョア的大国家の核を成す社会生活の一定の領域を地域的利害の範囲から
区別することによってこそ、国家中央集権制の分野を地方自治の分野から、また同時に、
近代的自治を封建的、あるいは小ブルジョア的な地方分立主義から切り離すことが出来る
のだとするのがわれわれの見解である。」」164P 
「だが、あらゆる資本主義国で、近代的な地域自治が生長してくるのとまさに同じ土台か
ら、特定の諸条件のもとで、内部立法を伴う民族自治が生長してくる。これは、近代の社
会発展の自発的表明として現出するのであり、今日の都市会議がハンザ同盟の議会とはま
ったくの別物であるとの同様に、これも、中世の地方分立主義と何ら共通するものを持た
ないのである。」164P  
第五章 民族と自治 
Ⅰ 資本主義における民族と階級と文化 

  冒頭リード文「資本主義は、社会的存在やその形態を、物質的基礎から頂点の精神的な

思考形態に至るまで作り変える。」168P 
「国内自治は、帝国全体の政治的自由の一部分であり、一言でいえば、ポーランドのブル

ジョア支配の最も成熟した政治形態なのである。／まさにこういう理由から、自治は、ポ

ーランドのプロレタリア階級にとっても欠くことのできない要求となる。ブルジョアジー

の支配が成熟した形をとればとるほど、またそれがあらゆる社会的機能に、そして多肢に

わたる精神生活の諸領域へと確実に浸透すればするほど、プロレタリアートの階級闘争は

ますます戦域を拡大し、その攻撃目標をましていく。また、ブルジョア社会が順調に効率

よく進展すればするほど、プロレタリアートの階級意識や政治的成熟度、それに階級的団

結も、ますます力強く確実に進んでいく。」176P 

「ポーランドのプロレタリアートは、階級闘争のために精神文化のすべての条件を必要と

する。また、とりわけ基本的に諸民族の連帯を頼みとし、それを追求するポーランドのプ

ロレタリアートの利害は、民族的抑圧の廃棄と社会的発展を通じて生み出されるこの抑圧

から身を守るための保証を必要とする。・・・・・・つまり資本主義発展の進歩的傾向、お

よびプロレタリアートの階級利害から、この綱領の細目として国内自治は生まれてくるの

である。」176P 

Ⅱ 民族の自治 

「民族主義の理論家は、通常、民族を一般に社会発展の外にある生まれたままの不変の現

象として、また保守的で、いかなる歴史的運命にも抗う現象として理解する。こうした見

解に従い、ブルジョア民族主義は、民族の生命力や力の主な源泉を近代的な歴史構成体で

あるブルジョア的で都市的な文化の中にではなく、もっぱら農村住民の伝統的な生活様式

の中に見出している。」177P 

「すなわち、それ自身の産業、それ自身の大都市生活、それ自身の「民族」ブルジョアジ

ー、それ自身のインテリゲンチャを持つ固有のブルジョア的な発展がひとたび発生すると

――例えばチェコで起こったように――いかに、それが、抵抗力のある民族政治、および、
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それと関連する活発な政治生活のための基礎となりうるか、ということの例になっている

のである。」180P 

「これに対し、自治の概念を、このユートピア的・イデオロギー的な基礎から歴史的な基

盤に移し、それを、一定の環境のもとにおける資本主義経済に特有の必然的帰結として、

また、ブルジョア社会と、その民主的発展の要請とから生ずる一定の社会的機能――物質

的かつ精神的な機能――を充足させる形式としてとらえるならば、近代の立憲国家のもと

での国内自治の機能は、その国家の政治的発展の総体、および近代のブルジョア生活の諸

形態と離れがたく結びつくことになる。」182P、 

他民族から押さえる作業をしています。ユダヤ人 184-5P、リトアニア 185-191P 

「したがって、一般的に言って、ここでは、民族間の関係は、同時に社会階級の関係とな

っている。」192P・・・逆に、階級の問題が民族的なこととして現れる側面。 

「このように、リトアニアをポーランド王国の自治領域に接合したり、あるいは、リトア

ニアとルーシ地方を、ポーランド人が優位に立つのは避けられないような、ひとつの自治

地域に区分したりするのは、民族的な観点からしても、社会民主党にとっては、徹底的に

駆逐しなければならない構想なのである。それに、このような形のリトアニアの民族自治

の構想は、当該の諸民族間の数的かつ社会的な諸関係からしてユートピア的なものであっ

て、たいていは破産するであろう。」192-3P・・・ここは、ローザが「歴史なき民族」論に

陥っているとして批判されているところ。 

Ⅲ カフカスの混在する民族問題 

「したがって、ある民族の他の残りの民族に対する支配などなく、あらゆる民族に文化的

に生きる自由を保障する民主的な精神、また、カフカスの人種的境界など斟酌しない近代

的発展の真の社会的な要請の精神にのっとったカフカスの民族問題の唯一の解決法とは、

リトアニアの場合と同様、広汎な地方自治の適用、すなわち、特定の民族の性格を持たな

い、いかなる民族にも特権を与えない、農村、都市、郡、県の自治を適用することである。

このような自治のみが、種々の民族が結集して、その地域の経済的・社会的利害を共同で

解決することを可能にし、また他方、各郡、各自治体で諸民族間の多様な関係を自然な仕

方で考量することを可能にするのである。」198P  

「つまり、一定の最小限以上の人口を持つ少数民族は、その基準に従って、自治体、郡、

県に、民族語に依る学校の設置を義務づけるための基礎となり、また、その言語を、地域

の公共機関、行政、司法などで、当該の土地で優勢な民族の言語や国家語と併存させるた

めの基礎となるのである。もし、資本主義体制の枠内で、またこういう歴史的諸条件のも

とでも、入り組んだ民族問題の解決が一般に可能だとすれば、地方自治の一般原則を特別

の立法手段に組み合わせたこのような解決法こそ、各民族の文化的発展の利害や各民族の

同権を彼らの密な共存状態の中で満足させるための保障を与えるものであって、彼らを民

族自治という障壁で互いに隔絶させることでは、この保障は得られないのである。」199P 

Ⅳ フォルツナートフの構想 

「明らかに著者（フォルツナートフ）は、この図表（各国・各地域における各民族の分布
の図表）を作成する際、歴史的なものを考えようとしておらず、経済的諸関係、つまり、
近代的発展や自然条件によって形成される生産と通商の領域もまつたく無視してかかって
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いる。この種の平板な見方は、敢えて言うまでもないが、マルクスの「教義」である唯物
論的世界観に心魂を傾ける人々が政治的に結集するのを妨げるくらいのものだろう。」203P 
「フォルツナートフの構想は、根本的には民族性原理の単なる否定であるが、それだけに、
無政府主義的な方法の結末を示す興味深い見本となっている。すなわち、こういう客観的
な社会発展をまったく無視した民族主義の無政府主義的な方法は、横柄に浮世をのさばり
歩いた後に、結局、「直してやろう」と思い立った、まさにその醜悪な現実の歴史と瓜二つ
の結果、すなわち、「民族の権利」とか民族の平等とかを次から次へと犯す結末を迎えてし
まうのである。自由主義や無政府主義のイデオロギーの浸みこんだ民族の「権利」の蹂躙
が、それ自体の内面的意義と――最も重要なことだが――革命的弁証法を持つ歴史の発展
過程の結果なのだということと、社会的に融合したものを夢中でひきはがしたり、社会的
に接合しないものを無理矢理接合したりする革命的民族主義の下手くそな小細工が、結局
のところ、もっぱら、政治的な悪ふざけに浮かれた何の意味もない衒学ぶりゆえに、自ら
信奉していた民族の「権利」の蹂躙に進んでしまうこととの間には、大きな違いがある。」
206P 
第六章 ポーランド王国の自治 
 ここでは、ポーランドの自治ということで、自治の具体的中身について論じています。
これを読んでいくと、ローザは自治そのものを否定しているのではなく、関係の中での自
治は、「自決権」という概念にはならないということを論証し、社会主義革命の必要性を論
じているのだということが明らかになってきます。 
Ⅰ 総論 
 冒頭リード文「これまでに考察した例から次のことが明らかになる。すなわち、民族の
自治は、唯一の、そしてすべての民族集団に適用される政治形態でもないし、また社会主
義であれば、どんな条件のもとででも目指すであろう純粋に自由な理想でもない、という
ことである。リトアニアの例が証明しているように、ある場合には、自治の適用が自由と
民主主義に反する結果に行きつくこともあり得るのである。住民の民族構成が雑多である
のに、この存在形態を国家組織の基盤として普遍的に適用しようとする考えがいかに幻想
的であるかは、将来の自由なロシアにおける自治制度に関するあの「社会革命党」の構想
が証明している。・・・・・・近代的発展が、ある与えられた領域の経済的利益を、ある程
度まで独自にまとめあげることもなく、また、その民族の独自のブルジョア文化の形成に
導くこともないところでは、あるいはまた、様々な民族が地域的・社会的に融合している
ために各民族を地域的に区切ることができないようなところでは、それはまったく不可能
である。・・・・・・この様な場合には――被抑圧民族の不利益のためにではなく、まさに
その民族を守るために――市民的同権と特別な全国家的な言語の権利とを広汎な地域自治
に結合することが、ブルジョア社会の諸関係がおよそこのような条件のもとでも諸民族の
対立を軽減し緩和させうるとする限りでは、唯一の解決策なのである。」210-1P 
「まさにこのような点から、自治は、ポーランドの革命的プロレタリアートの綱領的な要
求となる。もちろん、意識あるわが国のプロレタリアートは、このスローガンを表明しつ
つもわが国のブルジョア諸政党とは反対の見方でそれを表明しているのである。ポーラン
ドの有産階級にとって国内自治とは、何よりも、階級支配のすぐれた道具として願っても
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ない目標なのである。使い古しの愛国主義的な空辞には、革命期のプロレタリアートの行
動に憤激した大地主、工場主、親方、僧侶、それに彼らのイデオロギー的追従者たちが、
都市や農村で闘っている労働者と素直に「民族的」で「親密な」話し合いをしたいという
露骨な願望が、ただもう稚拙に隠蔽されているにすぎない。」211P 
「・・・・・・すでに今日の社会の諸条件のもとでの自治の客観的な内容は、それがとり
わけ階級支配の道具以外の何ものでもなく、また何ものでもありえないようにせしめてい
るのである。・・・・・・ヨーロッパ大陸での最初の近代的な憲法で身を飾った「自由・平
等・友愛」という崇高な三つのスローガンが、プロレタリアートにとっては――マルクス
の言葉によると――「歩兵・騎兵・砲兵」という何の変哲もないものに転化したのと同じ
である。」212P・・・階級支配の道具論とフランス啓蒙思想批判 
「だが、科学的社会主義の冷徹な分析によって、自己を前衛として意識しているわが国

のプロレタリアートにとっては、自治の本来の内容についてのどんな幻想も、そのどんな
民族主義的理想化も無縁なものでなければならないとすれば、プロレタリアートは、同時
に、ブルジョア的発展への無政府主義的な幻滅や無関心とも無縁でなければならな
い。・・・・・・ただ、それら（「社会民主党は、どの国でも、すべての「ブルジョア的」
自由や民主的な制度を最も精力的に主張している」こと）が、この搾取と階級性を持つ形
態をより成熟させ進歩したものにし、プロレタリアートを闘争へと啓蒙し組織化するのを
容易にし、必然的な勝利を促進するからである。」212-3P・・・進歩史観へのとりこまれ。
民主主義の主張は必ずしも「ブルジョア的民主主義」ではないはず。そのあたりのとりち
がえが、アナーキズム批判と進歩史観がリンクしているのでは？ 次の切り抜きとのリン
ク 
「ここから、プロレタリアートの階級政党にとって、自治とは、何よりも、ロシア全体の
民主的な制度を部分的に適用したものとして、全国家的な諸条件の革命的大改革とはほと
んど離れがたく結びついているひとつの細目だということになる。国内自治の要求は、社
会民主党の綱領のなかでは、帝国全体における共和制の要求と切り離すことはできない。
なぜなら、ポーランド王国の自治は、革命が最終的に勝利し、絶対主義的な秩序の全体が
崩壊した時にのみ実現可能となるばかりでなく、それとの関連でのみ、自ら国内で社会的
発展と進歩の道具となることができるからである。」214-5P・・・道具論と進歩史観とのリ
ンク、反差別論からのとらえ返し 
「国家全体の憲法制定会議による国家全体の共和主義的・民主主義的体制の確立を要求し
つつ、社会民主党は、この政治体制の原則を細部に至るまで発展させ、完全なものにする
立法、したがって、市民の人格的不可侵と法の前の平等、さらに集会、結社、言論と出版、
自治体(「グミナ」のルビ)と地方の自治に関する立法をも、国家の全領域の人民代表制もと
におくよう一貫して要求するのである。」216P 
「次に、現代の議会立法の確固たる内容を構成している政治生活の現実的な問題を見ると、
ただちに、社会民主党のこの原則的な立場から、資本主義経済と今日の階級国家の生きた
基盤を成している経済的・政治的な諸問題が中央立法のもとに置かれねばならない、とい
う結論がでてくる。その問題とは、関税・通商政策、近代的な交通・通信手段(鉄道、郵便、
電話)、軍制、税制、民法と刑事・訴訟法、および公教育の一般的な基礎である。それでは
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これらの問題をそれぞれ順に検討することにしよう」216-7P 
Ⅱ 自治の具体的中身――課題 
これの内容は、Ⅰの最後のセンテンスにだいたい書かれています。ただし、現実に書か

れているのは６つの項目、①関税・通称障壁 217-221P②近代的な交通・通信手段 221-230P
③軍制問題 230-4P④国家財政の問題 234-240P⑤公教育 240-7P⑥民法と刑事・訴訟法
247-252P 
②の切り抜き「・・・・・・雇用者とは資本主義国家そのもの・・・・・・」229P・・・
現在的には、新自由主義的グローバリゼーションの中で、民営化という形で進んでいる 
⑤の切り抜き「公教育とその方向は、今日の社会では、国政の最も重要な柱のひとつであ
り、階級支配の最も重要な属性のひとつとなっている。他方、公教育は、ブルジョア社会
では、国民文化的な生活の主要領域のひとつでもある。プロレタリアートの階級闘争の代
表者としての社会民主党の利害は、この二つの視角からこの問題を調整することを要求し
ている。」240-1P「民族的な特性を考慮に入れても、これと同じ結論となる。民族的平等の
利益、自らの社会的条件が国内自治をなすのに十分な基礎となっていない民族の文化的利
益の防衛、そして、帝国全域で少数民族の利益の区分のない防衛、これらは言語問題での、
またとりわけ教育制度問題での普遍的原則的な調整を必要としている。・・・・・・それゆ
え、王国の公教育の問題を帝国全体のそれから完全に切り離すことなど実行不可能である
し、ましてそれは、文化領域における民族的平等を守る闘いが、本来、帝国のプロレタリ
アート階級全体の統一した圧力の対象でなければならないという、もうひとつの最も重要
な観点を無視している。」241P 
Ⅲ 具体的課題①労働者保護立法 
 冒頭リード文「労働者保護立法は、プロレタリアート自身にとってばかりではなく、一
般に社会の自己保存的利害にとってもぜひ必要なものとして、資本主義経済の基礎の上に
生まれる。それは、資本主義の略奪的な経済の破壊的作用のもとにある勤労大衆を、肉体
的かつ精神的頽廃から守るための不可欠の保障であり、またプロレタリアートを物質的か
つ精神的に再生させ、彼らに階級闘争への能力を発揮させるために必要な槓杆であ
る。・・・・・・だが、この移民と、その結果であるプロレタリアートの間の国際競争は、
その時代に達成しうる最高の生活水準を維持し広めていくために、次のことを不可欠なも
のにしている。すなわち、例えば、労働時間が法的に規制されておらず、いかなる国家保
障もない国の労働者が、すでに組合闘争によって九時間労働日や疾病、労災事故などに対
する法的な保障を手に入れている国に流入して、その国の労働条件を低下させたりするこ
とのないように、保護立法をすべての資本主義国で均一なものにしようとすることである。
最後に、国際的な保護立法によって保証された、あらゆる国のプロレタリアートの出来る
だけ均一で、また出来るだけ高い生活水準は、国際的な道でのみ可能になる可能になる社
会主義の実現というプロレタリアートの闘争の最終目標の観点からしても不可欠である。」
253-4P・・・グローバリゼーションの時代の今日的な労働力の流入を見越したような提言 
Ⅳ 具体的課題②公教育 
 冒頭リード文「国内自治の日常の自然の領域を成す分野にすすもうとするならば、まず
最初に公教育の全体を考えなければならない。資本主義社会の進歩的な発展の立場からし
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ても、またプロレタリアートの階級的立場からしても必要不可欠である近代的な教育の一
般原則を持ち出すまでもなく、公教育の創出、発達、育成といったすべての課題は、当然、
国内自治の機能に属しているが、それは次のような二つの決定的な理由によってである。
すなわち、第一に、あらゆる文化国家の長年にわたる経験は、ブルジョア社会が不可欠な
ものとして要請する公教育が、利害関係のある住民の最も積極的な関与のもとで、上から
下まで完全に自治的な機関によって行われる以外には、然るべき形で組織されることはで
きないのだということを証明している。例えば、鉄道のような近代的交通手段の建設が国
家の中心から広大な地域へと普及していくのに適しているのに対し、公教育の課題は、当
該の社会集団の活発で不断の参加なしには、どうしようもない問題である。第二に、公教
育は、民族生活を織りなす横糸、つまり、それぞれの民族の独自の言語や精神文化と解き
難く結びついている。したがって、公教育が、当該のそれぞれの民族の積極的な関与にし
には創出されないことは明白である。」261-2P 
「これがわが国における教育の百年以上にわたる独特な歴史の最終的な結果である。ポー
ランドの農民に経済的貧困とともに精神的貧困――完全な無知蒙昧――もたらしてきた僧
侶とシュラフタの中世的な支配の下から、ポーランドは、絶対主義官僚の厚顔無知な支配
の下に入った。・・・・・・その制度の内容とは、すなわち、絶対主義の特殊な財政制度に
よってもたらされた物質手段の欠如、絶対主義官僚制の全般的な精神的愚鈍(ママ)と徹底的
な反啓蒙主義、国内自治、都市自治、農村自治といったあらゆる自治制度の欠如、そして
最後に何よりもましてツァーリズムのロシア化傾向である。／このように、公教育の分野、
特に初等教育の分野には、とりわけ、帝国の国家機構における全般的な民主主義的変革の
上に作られる国内自治が解決すべき大きな焦眉の課題がある。わが国では、自治的な立法
と権力は、公教育に関しては――ツァーリーの役人の漫画的な産物が除去された後には―
―まったくの白紙状態(「タブララサ」のルビ)のもとに置かれるだろう。そして、その上に
初めて、土台から先端に至るまで――広汎な人民大衆の直接の参加のもとで――公教育の
全体系が建設されなければならない。国内議会は、帝国全体の憲法と立法が確定するはず
の、帝国全体に効力を持つ初頭教育の普遍的な原則にもとづいて、民主的で同時に民族的
な公教育のあらゆる機関を創出しなければならないだろう。すなわち、普通教育や社会の
要請に合致する専門教育の初等、中等、高等の各学校だけでなく、絶対主義の政治によっ
て完全に無視されてき精神文化のすべての機関、つまり、図書館や公共読書室、研究施設
や実験施設、研究活動への援助機関、美術学校や美術館などを作り出さなければならない。」
283-5P 
Ⅴ 具体的課題③農業、林業、鉱業、水陸交通、医療と公共衛生――文化 
  ページ数を挙げておくと①農業 285-290P、②林業 290-1P、③鉱業 291-2P、④水陸交通
292-4P、⑤医療と公共衛生――文化 294P 
① の冒頭リード文「公教育に続いて、自治議会の機能に属する対象となるはずのものは、 
農業問題における調整立法である。帝国全体の所有関係の根本的な改革は、勝利した革命
のみが行なえることであって、この場合の対象ではない。国内自治の権限を確定するに際
して考慮しなければならないのは、社会生活の継続している日常的な利害である。農業経
営の領域では、当然、それは工業生産と比べて一般的にかなり異なっている。」285-6P 
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「どこの国でも、工業生産は迅速に資本主義的な特徴を身につけ、市場競争によってそれ
をさらに拡大しながら、生産関係の平均化と、それに続いて出来るだけ広い範囲にわたる
経済的な利害の統合と集中を目指している。これに対して農業は、一般に、生産と所有の
伝統的な形態を保持し、それによって地方的独自性を広く保存しようとする、はるかに大
きな保守性を示している。」286P 
「この点で決定的なのは、農業が、食料を生産する抽出生産であり、一方では工業生産の
もたらす道具の生産に依存し、また同時に自然条件とも結びついているという事情である。
そして、農業のためのこの自然条件の改造――潅漑、沼沢の干拓、化学肥料、水力と電力
の利用、そして交通・通信――も工業技術とその進歩に依存している。ここから、工業生
産が社会経済の自立的で専門化した一部門として分離した時から、一般に農業生産を特徴
づけている受動性と緩慢な発展速度が理解される。また、その時以来、経済的な進歩のあ
らゆるイニシアティヴがこの工業生産の側から生まれ、さらに、社会的な諸関係における
変革がもたらされ、その結果として初めて変革が農業にも波及する。・・・・・・さらに一
部では――こういう言い方が許されるとすれば――農業の工業化という直接的な形態をと
りつつある。次に、農業生産が現在の世界市場で圧倒的な影響力と意義とを行使している
のに対し、この市場は逆に、これまで農業生産そのものの構造や運命には、それが工業生
産の運命に対して作用するのとは比較にならないほど弱い作用しかしていないということ
を、確認しておかねばならない。世界市場における競争や変革が、個々の国の工業部門を
形成したり、破滅させたり、迅速に再建したりして、結局は自らの影響力で最も厚い関税
境界の壁を突破するのに対し、農業経営は、少なくともこれまでヨーロッパ諸国では、全
体的に見てはるかに強力に世界交易や世界の穀物生産からの影響に対抗しえた。この証明
となるのは、例えば、消費者的な性格のドイツや生産者的な性格のロシアという穀物交易
に強く依存している二つの国では、ドイツには巨大な、ロシアにもかなり強力な資本主義
的工業発展があるにもかかわらず、プロイセンの東エルベの諸関係とか、二〇世紀の革命
が始まってやっと解体が終わるロシアの「農村共同体(「オプシチナ」のルビ)」のようなか
なりの中世的遺物が保存されているという事実である。この二つの場合とも、明らかに国
家が反動的な遺物の保存に強力に寄与したのであるが、この国家という政治的要因の果す
役割については、部分的に、農業の生産諸関係そのもののなかで説明される。農業生産の
この相対的な持続性と外面的な不動性は、もちろん、農業においては、日常だれもが必要
とし、ほとんど変わることもなく、代用品で置き代えることもできない最も必要不可欠な
食料物質が生産されているという事情と関連している。つまり、資料品、家財道具、労働
用具、装飾品が文化的な発達に応じて、その形態、素材、普及度に関してかなりの変化を
こうむったし、今もそうであるのに対し、消費の基礎としての穀物や肉などの役割につい
ては、何千年もの間、何の変化もないままなのである。」286-7P・・・ローザは農業の軽視
に陥っているという批判がなされています。むしろ負の変化ということも含めて、多くの
変化が農業にこそもたらされているのでは？ その軽視という意味も込めて(必要性という
ことは押さえていても、資本主義的生産制の発達というところに引きずられていて)、ロー
ザも陥っている発達史観は（そのことは、後期マルクスがとらえ返そうとしていたオプシ
チナを、反動とか中世の遺物ととらえていることに端的に表れています）、ひとの生きると
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いうことの最も基本的な農業の軽視ということから来ていて、科学の環境破壊ということ
をもたらしたことへの批判とともに、サブシステンスという概念とともに現在的なとらえ
返しが必要になっています。 
② の冒頭リード文「農業と最も密接な関係にあるのは林業であるが、これもまた自治立法 
と自治行政による調整を必要としている。」290P 
③ の冒頭リード文「農業や林業ととともに、当然鉱業も国内の自治権力の権限に属さね 
ばならない・・・・・・」291P 
「ただ、できるだけ広い意味での技術的・社会的な進歩と発展の傾向を助成することが問
題なのである。」292P・・・発達史観的とらえ方 
④ の冒頭リード文「さらに、工業発展や農業の利害にとっても、また文化的発展全般の点 
からも決定的な意味を持つのが水陸交通の問題である。この分野は、その性格からして地
域的な問題に属しており、どこの国でもとりわけ広汎な自治機関の側からの保護とイニシ
アティヴを必要としている。だが、これまで、わが国でも、帝国全体でも、民主的な地方
自治の欠如と巨大な全体主義的官僚装置による統治の全体的な性格の必然的な結果として、
無視され、破滅の渕に沈み込んでいる。」292P 
⑤ の全文「これまで述べてきた諸領域に、公共衛生の立法と、病院やあらゆる種類の医療 

機関を包括する公共衛生の領域を付け加えると、自治立法や自治行政の然るべき活動領域

として、本来の文化、つまり経済的、社会的、精神的な文化の広汎で多様な分野が出そろ

うことになる。この文化は、その本質からして、どこでも最も地域的かつ民族的な性格を

有し、全住民の日常的な利害に最も直接的に関わっている。この物質的かつ精神的な文化

の広汎な利害を、できる限り、革命的な社会発展の立場で、また勤労者人民大衆の立場で

処理することが、わが国の自治機構の本来の任務であり、ポーランド王国の労働者階級は、

それと連帯した帝国全体のプロレタリアートの階級政党とともに、意識的にこれを掲げね

ばならない。」294P・・・中央集権化と資本主義的化が発達史感――進歩史観とリンクして

いて、それへの批判がないのです。今日的に、環境問題や医療・衛生ということが大きな

焦点になってきていて(ローザも「最も直接的に関わっている」と書いていますが)、その

ことのとらえ返しが必要になります。 

 訳注 
 訳者解説 ローザ・ルクセンブルクの民族理論 加藤一夫 
 この論攷はリードの文を除き、次に読む予定の加藤さんの本に収められています。そこ

でメモを残します。とても参考になる文。 
 あとがき 
 
（追記） 
Ａ 「ろう文化宣言」と（ローザ的な）民族問題把握 
「ろう文化宣言」は、手話を音声言語とは別のろう者の言語とするなかで、民族問題から

ろう者の受ける差別を問題にしたのですが、そこで、内在的に孕んでいる「ろう者の国作

り」や自治やコミュニティづくりの問題が出てきます。日本では「ろう者の国作り」の議

論は起きていないのですが、「ろう者の国作り」に関しては、グローバリゼーションの時代
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に自治を獲得しても、下位――従属的関係に組み込まれる、というところでその方法の実

現不利性――困難性の指摘があります。このことは、ローザが社会主義というところの必

要性を強調して、分離的なナショナリズムを批判したいたことにもつながります。で、わ

たしは個別課題をそこへ集約しようとするローザの主張を障害概念での議論からもとらえ

返ししようとしているのですが、むかし、ある手話通訳者（前述の通訳者とは別のひとで

す）が、「国際障害者年」の中で突き出されている「完全参加と平等」というスローガンに

疑問を呈していたこととわたしの中でリンクしていました。「言葉が逆になっている、平等

のないところに完全参加はない」という話です。わたしも「平等」のない参加は同化とい

う抑圧型の差別を招くと押さえています。「ろう文化宣言」も、同化ということを批判して

います。でも、そこで分離志向のデフナショナリズム的なことが出てくることも、わたし

は批判しています。ただし、「手話は言語であり、情報・コミュニケーション保障はきちん

となさねばならない」という原則の貫徹を主張しています。このあたりのことで、「自己決

定」や「自治」という議論が交叉していきます。 
Ｂ 民族概念のとらえ返し 
そもそも民族概念自体のとらえ返しの必要性。民族とは①言語を核とした文化②宗教③

人種概念、を変数とする函数的概念。民族や自治概念で、特に必要になるのは、言語と文

化の問題。宗教は「自然の不可解性」の物神化。人種は、格差や奴隷制や植民地支配の歴

史や経済的収奪の中で起きてくる差別のマルクス的「物象化」概念からとらえ返すことが

必要です。 
Ｃ 社会主義革命と革命のための組織化としての反差別運動 
 個別差別を解決するには、社会主義革命が必要であるということと、社会主義革命のた

めには、その民衆が生きて生活していく必要があり、また革命の組織化のためには個別運

動が必要になるという、相作論的な弁証法がそこにあると言いえるでしょう。そのような

内容を孕んだ民族自決権とその批判（弁証法では、「批判」は「対話」という原義からきて

いるとされています）が必要です。結局、原則主義と現実主義の対話の中で、方針をだし

ていくしかないこと。 
 
 
 
 
インターネットへの投稿から 
2021.1.18   二度目の緊急事態宣言 
「コロナウィルス」が日本国内で発見されて一年を過ぎました。テレビで政府関係者以

外の専門家や医者の話を聞いていると、このウイルスのことがだんだん分かって来まし

た。そして、首相が一番分かっていないひとのひとりだということも分かって来たので

す。 地方自治体の長も同じです。小池東京都知事の言っていた、無策の極みとしか言

い様がない、「With コロナ」などという標語を思い出すと、腹が立ってきます。 
対策も見えてきました。感染が落ちているときに徹底的に検査を拡げ、無症状の感染

者を発見して、感染を抑え込み、また感染が広まってきたら、早めに押さえ込む政策を

打つ。政府は、これと真逆のことをやり続けていたのです。一番の対策は、この対策を
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失敗した、安倍首相とそれを継承するとした政治家たちを政権から一掃することではな

いでしょうか？ 
 
2021.1.25   PCR 検査を巡る混乱(ＭＬへの投稿) 
「コロナウィルス」の（ＰＣＲ）検査のことで、まだ一年くらいのことなのですが、昔

の事を忘れていたり、事実誤認していたりして話が混乱しているようです。このわたし

の意見は、別に会の方針に関わりのないこと、ただ事実誤認とわたしが思っていること

を、わたしとしては放置できないので、あくまでひとつに意見として参照ください。わ

たしに事実誤認があれば指摘してください。 
 そもそも医療関係者で、ＰＣＲ検査を増やすこと自体に反対しているひとは極めて少

数派です。テレビに出てくる、来ていた関係者で、わたしは３人しか知りません（どこ

で集中的検査態勢を増やすのか、何時検査を増やすのが有効的か<これは感染がかなり

押さえ込まれてきているときに、検査を増やして無症状の感染者を発見して、そのひと

に行動抑制してもらう、という手法を語るひとが多いようです>という議論をしている

ひとはいますが）。政府や東京都知事も最初は検査を増やすことには消極的でしたが、

今は検査を増やすということは言っています。ただ、口先だけで実際に増やそうとして

いません。ワクチンに過大な期待をかけて（ワクチン自体への問題性や疑問はここでは

ふれません）、そこへなだれ込もうとしているようなのですが、その間に起きてくる感

染の拡大、とりわけ死者の増加をどうするのか、「ひとの命を一番に考える」という言

葉が、「また嘘つきなのか」と思わざるを得ません。 
そもそも東京都の医師会が、東京都が検査数を増やさないのに業を煮やして都や区と

連携して、韓国のウォーキングスルー方式をまねて、検査数を増やしたことがありまし

た。 
 それから国際比較ですが、①水際で食い止めるということに成功した国と、②初期始

動で失敗したけれど、その後押さえ込んだ国。③ある程度押さえ込んだのに、また感染

が拡がってきたときの対応の可否が出ています。 
まず①はニュージーランド、台湾②は中国、韓国。韓国のドライブスルー方式は、ひ

とつのモデルとなって欧米でも使われていました。③はそもそも、アメリカなどは部分
的には、ニューヨークなど一時的にかなり押さえ込んだ地域はあるものの、ほとんど一
度も押さえ込んでいません。ヨーロッパ諸国で今感染が拡がっている国は、ロックダウ
ンをしてかなり押さえ込んだものの、経済活動を再開して、また大きな波が来ています。
ドイツのメルケル首相のいつもにない感情的な訴えへの共感がありましたが、そもそも
二度目も対応が遅れたという批判も出ているようです。日本は第一波の時はかなり押さ
え込んだけれど、二波が起こりそれをもっと押さえ込む前に、GoTo キャンペーンなど
始め、また感染者数が増えてきたのが 11月の初め。そのときに GoTo キャンペーンを
止めることなのに、そのまま継続し第三波となりました（そもそも一波の中に二波の潜
在的な拡大があり、・・・どこまで分けられるかという問題があるのですが、一応表に
現れている感染拡大の図式からの定式化です）。 
日本でも、②と同じようなことで、地方自治体レベルでの成功事例が出ています。和
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歌山県は、初期にクラスターが起き、当時他の自治体の協力を得て、検査を行い。安倍
首相の全国一斉休校にも従わないものの、感染が少ない地域になっていました。その他、
北九州市、墨田区など何れも初期にクラスターが起き、そこで、検査も増やし、かなり
押さえ込んでいます。広島県が広島市の感染拡大地域で、面で検査をするという記事も
出ています。 
少なくとも、感染を押さえ込む方法としては、感染しているかどうかを調べないこと

には何も始まりません。そして、とりわけ、この感染症が無症状なひとが他者に感染さ
せるという特徴があるからなおさらです。行動抑制（それも中途半端な）や自己対策だ
けで、どれだけ押さえ込めるのでしょうか？ 今、昨年３月４月に「４日――２日ルー
ル」で検査も受けられず死んでいったひとがいた頃とおなじように、「調整中」で亡く
なっていくひとが出ています。今、できることのひとつは、検査を増やすことだと思っ
ています。 
なお、検査を民間に任せて、自費で行うなどということが出てきているのですが、あ

の評判の悪いなかで、消えそうな「自助・共助・公助」の概念でいえば、感染症の検査
をこそ公助でやることで、一体何をしているのかと思うのです 
 
2021.1.26   反省と想定をしない菅首相 
国会の菅首相の答弁を聞いていると、過去の失政を失政として認めない、反省がない

としかとらえられないのです。３月までの補正予算で、GoTo トラベルの予算を１兆円

入れているのですが、今の状況で、どうみても３月までにやれることではない、やった

ら、緊急事態で少し押さえ込んだのが無になるということがどうして分からないのでし

ょうか？ 菅首相の有名なごまかしの答弁――「仮定の質問には答えられない」がある

のですが、想定をしないと政治は行えないのです。過去の反省と、想定が政治には必要

です。政治のイロハも分からないのでしょうか？ 
 

 
 
 
(編集後記) 
◆月一の定期発刊態勢を続けています。読書メモが溜まってきているので、また間に挟む

ことを考えているのですが、しばらくは、この態勢を続けます。 
◆今回の巻頭言は、以前から抱いていた自民党の嫌韓・嫌中ともいうような発言の批判。

そもそも、過去の侵略と植民地支配のきちんとした反省がないのです。 
◆「読書メモ」は、ローザの民族問題での主著の『民族と自治』。これも再読、後ろに「追

記」を入れて、わたしの民族差別に関する論考をまとめる作業も入れました。実は、読書

もそのメモ書きもかなり先行しているのですが、読書メモが膨大になってきていて、そし

て論考を「追記」という形でまとめる作業も何回か続いています。こちらに関心のある方

は、「追記」だけでも読んでもらえたらと思っています。「読書メモ」、一冊分が余りにも膨

大になっているので、次回から二回に分けて掲載することを試みます。ここのところ、読
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書している時間より、読書メモを作っている時間の方が長くなって、読書が進まずあせり

始めていました。ですが、よく考えると、それなりに論考を深めているためだと思い直し

て、焦らずしばらくこの作業を進めます。 
◆「映像鑑賞メモ」は今回はお休みです。実はケーブルテレビで、「緑豆の花」という「東

学党」が李氏朝鮮王朝時代の身分制度と日本の侵略に対して闘ったドラマを観ていました。

丁度、巻頭言の話にも繋がるのですが、連続ドラマで途中から観たので、とりあげられま

せんでした。イギリスのインド支配の中で、マルクスが「野蛮の文明化」というロジック

でイギリスのインド支配を擁護するような記述をしていたことと重なり、また、インドの

アウトカーストがインドの独立に反対した錯綜する話ともリンクしていきます。ドラマは

一応史実に基づいているという話、「東学党」は身分制度と日本軍と両面の闘いになったの

です。どちらにしても、日本の朝鮮支配がどのような意味をもっているのかをちゃんと描

いています。これについては、後日ちゃんとビデオで観て、鑑賞メモを残そうと思ってい

ます。 
◆「インターネットへの投稿から」は、コロナウィルスの感染症対策のひどさへの批判を

３つです。菅政権は、ワクチンににげこもうとしていたのですが、とうとう二度目の緊急

事態宣言になってしまいました。わたしは遺伝組み替え食品の問題も少しは考えてきたの

で、メッセンジャーＲＮＡを使ったワクチンが何をもたらすのかをきちんとおさえること

が必要だと思っているのですが、「ＲＮＡは壊れやすいので身体に残らない」という話が出

ているのですが、壊れるまでに何を引き起こすのかを、どう検証したのでしょうか？ 口

先だけで検査数を増やす・増やすと言って、実際には増やしていません。ワクチンの是非

はともかく、ワクチン摂取が拡がるまでの死者を押さえるということを放棄しているので

す。今、感染者数が減ってきています。減ってきたとき検査を増やして、もっと押さえ込

むことが肝心だと、これまでの学習のなかで考えています。 
◆オリンピック組織委員会の森会長の女性蔑視発言で、会長辞任に至りました。女性たち

の力を見せつけてくれたのですが、そもそも麻生太郎副総理と同様、数々の失言を繰り返

してきたひとを登用したこと自体が誤りだったのです。オリンピック憲章に反するという

ことなのですが、わたしは「平和の祭典」や「人権の尊重」というなら、国家主義的なこ

とが差別や戦争を生み出していくというところで、「国威の発揚としてのオリンビツク」は

止めるべきだと思っています。国旗掲揚、国歌斉唱などは排することです。どうして純粋

にスポーツを楽しむことができないのでしょうか？ 
◆コロナで動きがとりにくくなって、気分が落ち込みがちの中、携帯の３Ｇが壊れてスマ

ホに切り替え、その作業に追われ、歯医者通いとか、ますます気分が落ち込んでいってい

ます。気持ちの切り替えをして、新しい態勢をつくっていこうと模索しています。 
 
 
 
反障害－反差別研究会 
■会の方針 
「障害とは何か」というとこでの議論の混乱が、「障害者運動」の方向性を見出していく作
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業を妨げています。イギリス障害学が障害の医学モデルから「社会モデル」への転換をな

そうとしました。しかし、もう一段掘り下げた作業をなしえぬまま、医学モデルへの舞い

戻りという事態が起きているようです。また、各国で差別禁止法とか「解消法」が作られ

ていますが、そこでのモデルは結局医学モデルでしかない状態です。この会でやろうとし

ている議論・研究は、障害問題を解決していくための「障害者運動」のための理論形成の

ためにあります。会としては「社会モデル」から更に、関係モデルへの転換を提起してい

ます。実は、日本の「障害者」の間では、既にこの議論を先取りするような議論もなされ

ていました。そのことが整理されないままになっています。改めてそれらのこともとらえ

返しながら、議論をすすめて行きたいとも思っています。また、障害と差別はかなり重な

る概念です。他の反差別運動の中での議論や認識論的議論も織り込みながら、議論を進め

理論形成していきます。そして、「差別はなくならない」とか「社会の基本構造は変わらな

い」という意識が、今のこの社会を覆っていきます。そういう中で、今の社会の枠組みに

限定した議論になっていき、そのことが論の深化を妨げる事態も生じています。だから、

過去の社会をかえようという運動の総括も必要になっています。そのことにも、差別とい

うことをキー概念としながら議論していきたいと考えていきます。 
 
■連絡・アクセス先 
 E メール  hiro3.ads@ac.auone-net.jp (三村洋明) 
反障害―反差別研究会 HP アドレス http://www.taica.info/ 
「反障害通信」一覧 http://www.taica.info/kh.html 
反差別資料室 C  https://hiro3ads6.wixsite.com/adsshr-3 
ブログ「対話を求めて」http://hiroads.seesaa.net/ 
反差別資料室Ａ https://hiro3ads6.wixsite.com/adshr1 

mailto:hiro3.ads@ac.auone-net.jp
http://www.taica.info/
http://www.taica.info/kh.html
https://hiro3ads6.wixsite.com/adsshr-3
http://hiroads.seesaa.net/
https://hiro3ads6.wixsite.com/adshr1

